
 

 
群馬地方最低賃金審議会 

第２回 群馬県最低賃金専門部会 
 

資 料 
 
 
１  令和５年度最低賃金に関する基礎調査結果（概要） 
 
２  群馬県における生活保護と最低賃金の比較 
   

   

 

 

















































 

群馬県における生活保護と最低賃金と比較    令和５年７月 

 

〇 令和３年度 

 １ 生活保護 

    生活扶助基準   ７２，４２７円 

    住宅扶助実績値  ２３，５６３円 

    合 計      ９５，９９０円 

 

 ２ 最低賃金 

             １２２，６７５円 

 

 ３ 生活保護と最低賃金の比較 

 （１）月額 

             △２６，６８５円 

 （２）時間額換算  

                △１８８円 

 

 

〇 令和４年度 

   令和４年度群馬県地域別最低賃金引上げ額３０円 

                △２１８円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        別 紙 

 

生活保護と最低賃金の比較の計算方法について 

（生活保護及び最低賃金は令和３年度のデーターを使用） 

１ 前提 

 〇 若年単身 → 生活保護では１８～１９歳・単身世帯 

 〇 冬季加算地区  Ⅴ区 

 〇 級地別人口 

   １級地－１         ０人    １級地－２         ０人 

   ２級地－１   ８１１，５６７人    ２級地－２         ０人 

   ３給地－１   ８６１，０３８人    ３級地－２   ２６６，５０５人 

       計 １，９３９，１１０人 

※ 令和２年国勢調査（人口等基本集計）による市町村別の人口 

 〇 説明の都合により、数値の端数処理が行われている箇所があるが、実際に計算する際は、

特に断りのない限り端数処理は行わないこと。 

 

２ 生活保護 

（１）生活扶助基準（令和３年度） 

  ① 第１類費＋第２類費（冬季加算を除く） 

    第１類費と第２類費の合計の人口加重平均を求めると 

    （７１，４６０円×８１１，５６７人＋６８，４３０円×８６１，０３８人 

＋６６，９４０円×２６６，５０５円）÷１，９３９，１１０人 

    ＝６９，４９３円（１円未満四捨五入せず） 

  ② 第２類のうち冬季加算（１か月平均） 

    群馬県はⅤ区に分類されるため、１１月から３月まで５か月間支給。（群馬は級地別なし） 

    ４，６３０円×５月÷１２月＝１，９２９円（１円未満四捨五入せず） 

  ③ 期末一時扶助費（１か月平均） 

    級地別の期末一時扶助費（１か月平均） 

    ２級地－１  １２，８８０円×１月÷１２月＝１，０７３円 

    ３級地－１  １１，６１０円×１月÷１２月＝  ９６８円 

    ３級地－２  １０，９７０円×１月÷１２月＝  ９１４円 

    （１，０７３円×８１１，５６７円人＋９６８円×８６１，０３８円 

     ＋９１４円×２６６，５０５円）÷１，９３９，１１０人＝１，００５円 

  ④ 生活扶助基準（１類費＋２類費（冬季加算込み）＋期末一時扶助費） 

    ＝①６９，４９３円＋②１，９２９円＋③１，００５円＝７２，４２７円 

（２）住宅扶助実績値（令和３年度） 

   ・単身被保護世帯数 

    群馬県（前橋市・高崎市を除く）５，３６９世帯、前橋市２，８６９世帯、高崎市２，５ 

１１世帯。 合計１０，７４９世帯 



・住宅扶助実績値 

 群馬県（前橋市・高崎市を除く）２１，３０６円１０銭、前橋市２５，５７４円９０銭、 

高崎市２６，０９０円２０銭 

    ※１ 令和３年度被保護者調査年次調査（個別調査）第３－１０表により示される群馬

県（前橋市・高崎市を除く）、前橋市、高崎市の単身被保護世帯数及び同１世帯当

たり住宅補助の値。 

    ※２ 上記の単身被保護世帯数には、住宅扶助を支給されていない世帯も含まれている。 

・（２１，３０６円１０銭×５，３６９世帯＋２５，５７４円９０銭×２，８６９世帯 

＋２６，０９０円２０銭×２，５１１世帯）÷１０，７４９世帯 

＝２３，５６３円（１円未満四捨五入せず） 

（３）生活扶助基準＋住宅扶助実績値 

   以上（１）、（２）より、 

   ７２，４２７円＋２３，５６３円＝９５，９９０円 

 

３ 最低賃金との比較 

  時給８６５円（令和３年度群馬県最低賃金額）で月１７３．８時間（週４０時間）働いた場

合の１か月の収入（手取額）は、 

  ８６５円×１７３．８時間×０．８１６＝１２２，６７５円（１円未満四捨五入） 

   ※ ０．８１６は、税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。 

  したがって、生活保護と最低賃金の差額は、 

   生活保護９５，９９０円－最低賃金（手取額）１２２，６７５円＝△２６，６８５円とな

るため、最低賃金が生活保護の水準を上回っている。この差額を１７３．８時間で割って１時

間あたりとし、０．８１６で割って手取額から額面に換算すると、 

   △２６，６８５円÷１７３．８÷０．８１６＝△１８８円／時間（１円未満四捨五入） 

  となる。 


